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(57)【要約】
【課題】釣合重りを容易に積み込むことが可能なエレベ
ータ用の釣合重り装置を提供する。
【解決手段】釣合重り装置１０は、内部に収納空間１１
ｓが形成された釣合重り枠体１１と、釣合重り枠体１１
の収納空間１１ｓに多段に積み重ねられた板状の複数の
釣合重り１４とを備えている。このうち、釣合重り枠体
１１は、対向して配置されたコ字状形状を有する一対の
側枠１１ａ、１１ａと、側枠１１ａ、１１ａの上端に連
結された上部枠１１ｂと、側枠１１ａ、１１ａの下端に
連結された底部枠１１ｃとを有している。また各釣合重
り１４には、その一部に手のひらを通すことができる程
度の大きさの、作業用の長穴１５が設けられている。な
お、各釣合重り１４は釣合重り枠体１１の一対の側枠１
１ａ、１１ａ間全長に渡って延び、その重さは１０ｋｇ
程度となっている。
【選択図】図１



(2) JP 2010-6482 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータ用の釣合重り装置において、
　内部に収納空間が形成された釣合重り枠体と、
　当該釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りと、を備え
、
　前記釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りのうち、少
なくとも最上段の釣合重りの一部に、作業用の穴を設けたことを特徴とするエレベータ用
の釣合重り装置。
【請求項２】
　前記釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りのうち、少
なくとも最上段の釣合重りは、２つの釣合重り片に分割され、一方の釣合重り片に凹溝が
形成され、他方の釣合重り片に一方の釣合重り片の凹溝に嵌め込まれる凸部が形成され、
前記作業用の穴は、一方の釣合重り片と、他方の釣合重り片の双方に設けられていること
を特徴とする請求項１に記載のエレベータ用の釣合重り装置。
【請求項３】
　エレベータ用の釣合重り装置において、
　内部に収納空間が形成された釣合重り枠体と、
　釣合重り枠体の収納空間上部に設けられ、所定方向に移動可能な収容部と、
　各引出し内に収納された板状の釣合重りと、を備えたことを特徴とするエレベータ用の
釣合重り装置。
【請求項４】
　エレベータ用の釣合重り装置において、
　内部に収納空間が形成された釣合重り枠体と、
　当該釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りと、を備え
、
　前記釣合重り枠体内の一側に垂直方向に伸びる棒又はワイヤを設け、
　各釣合重りの一側にこの棒又はワイヤが挿入されるとともに外方に開口する開口部を有
する挿入口を形成し、挿入口の開口部にカラビナ式のフックを設け、このカラビナ式のフ
ックを介して棒又はワイヤを挿入口内に挿入可能としたことを特徴とするエレベータ用の
釣合重り装置。
【請求項５】
　エレベータ用の釣合重り装置において、
　内部に収納空間が形成された釣合重り枠体と、
　当該釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りと、を備え
、
　前記釣合重り枠体は、一対の側枠と、一対の側枠上部に設けられた上部枠と、一対の側
枠底部に設けられた底部枠とを有し、上部枠に吊上げフックを設けるとともに、釣合重り
枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りのうち少なくとも最上段の
釣合重りに係止部を設け、この釣合重りの係止部にロープの一端を係合させるとともに、
このロープを吊上げフックに掛け渡したことを特徴とするエレベータ用の釣合重り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣合重りの積み込み作業を容易に行うことが可能なエレベータ用の釣合重り
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内部に収納空間が形成された釣合重り枠体と、収納空間に多段に積み重ねら
れた板状の複数の釣合重りと、を備えたエレベータ用の釣合重り装置が知られている。こ
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のうち、多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りの上部に位置する釣合重りは、エレ
ベータの乗りかごと、釣合重りとのバランスを調整するため、エレベータの昇降路内にお
いて、乗りかごの上に位置する人又は機械により釣合重り枠体に積み込まれる。
【０００３】
　しかしながら、釣合重りは、乗りかごの上に位置する人又は機械により積み込まれるた
め、釣合重りの積み込み作業は危険かつ困難であった。さらに、乗りかごと釣合重り装置
の間隔が広い場合は、この釣合重りの積み込み作業はより多くの危険と困難を伴う作業で
あった。
【０００４】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、乗りかごから釣合重り装置へ
の重りの積み込み作業を容易に行うことが可能なエレベータの釣合重り装置を提供するこ
とを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、エレベータ用の釣合重り装置において、内部に収納空間が形成された釣合重
り枠体と、当該釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りと
、を備え、前記釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りの
うち、少なくとも最上段の釣合重りの一部に、作業用の大きさの穴を設けたことを特徴と
するエレベータ用の釣合重り装置である。
【０００６】
　本発明は、釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りのう
ち、少なくとも最上段の釣合重りは、２つの釣合重り片に分割され、一方の釣合重り片に
凹溝が形成され、他方の釣合重り片に一方の釣合重り片の凹溝に嵌め込まれる凸部が形成
され、作業用の穴は、一方の釣合重り片と、他方の釣合重り片の双方に設けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載のエレベータ用の釣合重り装置である。
【０００７】
　本発明は、エレベータ用の釣合重り装置において、内部に収納空間が形成された釣合重
り枠体と、釣合重り枠体の収納空間上部に設けられ、所定方向に移動可能な収容部と、各
引出し内に収納された板状の釣合重りと、を備えたことを特徴とするエレベータ用の釣合
重り装置である。
【０００８】
　本発明は、エレベータ用の釣合重り装置において、内部に収納空間が形成された釣合重
り枠体と、当該釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りと
、を備え、前記釣合重り枠体内の一側に垂直方向に伸びる棒又はワイヤを設け、各釣合重
りの一側にこの棒又はワイヤが挿入されるとともに外方に開口する開口部を有する挿入口
を形成し、挿入口の開口部にカラビナ式のフックを設け、このカラビナ式のフックを介し
て棒又はワイヤを挿入口内に挿入可能としたことを特徴とするエレベータ用の釣合重り装
置である。
【０００９】
　本発明は、エレベータ用の釣合重り装置において、内部に収納空間が形成された釣合重
り枠体と、当該釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りと
、を備え、前記釣合重り枠体は、一対の側枠と、一対の側枠上部に設けられた上部枠と、
一対の側枠底部に設けられた底部枠とを有し、上部枠に吊上げフックを設けるとともに、
釣合重り枠体の収納空間に多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重りのうち少なくとも
最上段の釣合重りに係止部を設け、この釣合重りの係止部にロープの一端を係合させると
ともに、このロープを吊上げフックに掛け渡したことを特徴とするエレベータ用の釣合重
り装置である。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明によれば、釣合重り装置へ釣合重りを容易かつ安全に積み込むことができる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　第１の実施の形態
　以下、図面を参照して、本発明の第１の実施の形態について説明する。ここで、図１お
よび図２は、本発明の第１の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す図で
ある。このうち図１は、本発明の第１の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置
を示す図であり、図２は、本発明の第１の実施の形態における分割された釣合重り片から
なる釣合重りを示す図である。
【００１２】
　まず、図１によりエレベータ装置４０全体について説明する。図に示すように、エレベ
ータ装置４０はエレベータの乗りかご１９と、エレベータの乗りかご１９にメインロープ
１７を介して連結された釣合重り装置１０とを備えている。このうち乗りかご１９と釣合
重り装置１０とを連結するメインロープ１７は、図示しない巻上機により駆動されるよう
になっている。
【００１３】
　次に本発明による釣合重り装置１０について説明する。図１に示すように釣合重り装置
１０は、内部に収納空間１１ｓが形成された釣合重り枠体１１と、釣合重り枠体１１の収
納空間１１ｓに多段に積み重ねられた板状の複数の釣合重り１４とを備えている。このう
ち、釣合重り枠体１１は、対向して配置されたコ字状形状を有する一対の側枠１１ａ、１
１ａと、側枠１１ａ、１１ａの上端に連結された上部枠１１ｂと、側枠１１ａ、１１ａの
下端に連結された底部枠１１ｃとを有している。また各釣合重り１４には、その一部に手
のひらを通すことができる程度の大きさの、作業用の長穴１５が設けられている。なお、
各釣合重り１４は釣合重り枠体１１の一対の側枠１１ａ、１１ａ間全長に渡って延び、そ
の重さは１０ｋｇ程度となっている。
【００１４】
　また、釣合重り装置１０は、上部枠１１ｂの上部に設けられた釣合重り装置用滑車１６
を有し、この釣合重り装置用滑車１６にはメインロープ１７が掛け渡されており、メイン
ロープ１７は上述のように乗りかご用滑車１８を介して、乗りかご１９に連結されている
。なお乗りかご１９の上には、後述のように釣合重り枠体１１内の釣合重り１４の数量を
調整するため、作業者２０が乗っている。
【００１５】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。
【００１６】
　まず図１に示すように、釣合重り装置１０と乗りかご１９が近接するようにメインロー
プ１７を巻上機により駆動させる。次に、乗りかご１９上に釣合重り１４が配置され、か
つ作業者２０が乗りかご１９の上に乗り込み、作業者２０が釣合重り１４を釣合重り枠体
１１の内部の収納空間１１ｓに積み込む。
　次に作業者２０が釣合重り１４を積み込む作用について述べる。作業者２０は片手を釣
合重り１４の一部に設けられた長穴１５に挿入し、釣合重り１４を持ち上げる。他方の手
は、乗りかご１９の一部又は釣合重り枠体１１の一部を掴む。次に釣合重り１４を斜めに
倒し、その状態で釣合重り枠体１１の内部の収納空間１１ｓに釣合重り１４を挿入し、積
載済みの釣合重り１４の上に新たに釣合重り１４を積み重ねる。
【００１７】
　このように本実施の形態によれば、作業者２０が乗りかご１９の上から釣合重り１４を
釣合重り装置１０に積み込む場合、片手で釣合重り１４を持ち上げて釣合重り枠体１１の
収納空間１１ｓ内に積み込むことができる。このような連結作業においては、作業者２０
は他方の手で乗りかご１９の一部又は釣合重り枠体１１の一部を掴むことができるので、
乗りかご１９と釣合重り装置１０の間隔が広い場合においても、釣合重り１４を釣合重り
枠体１１の収納空間１１ｓ内に容易かつ安全に積み込むことができる。
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【００１８】
　なお、図１において、各釣合重り１４は釣合重り枠体１１の一対の側枠１１ａ、１１ａ
間全長に渡って延びているが、これに限らず、図２に示すように釣合重り枠体１１の収納
空間１１ｓに積み重ねられた釣合重り１４のうち、少なくとも最上段の釣合重り１４を、
２等分に分割された２つの釣合重り片である分割釣合重り３０ａ、分割釣合重り３０ｂか
ら構成してもよい。この場合、一方の分割釣合重り３０ａには凹溝４９ａが形成され、他
方の分割釣合重り３０ｂには一方の分割釣合重り３０ａの凹溝４９ａ内に嵌め込まれる凸
部４９ｂが形成されている。
【００１９】
　上述のように、最上段の釣合重り１４は、分割された２つの分割釣合重り３０ａ、分割
釣合重り３０ｂを有し、分割釣合重り３０ａには凹溝４９ａが形成され、分割釣合重り３
０ｂには凸部４９ｂが形成されている。また各分割釣合重り３０ａ、分割釣合重り３０ｂ
には、手のひらを通すことができる程度の大きさの、作業用の長穴１５が形成されている
。また釣合重り１４の分割釣合重り３０ａ、分割釣合重り３０ｂは各々最上段以外の釣合
重り１４の２倍程度の厚さを有し、また釣合重り１４の分割釣合重り３０ａ、分割釣合重
り３０ｂは各々１０ｋｇ程度の重さを有している。従って、分割釣合重り３０ａ、分割釣
合重り３０ｂは各々最上段以外の釣合重り１４と同様の重さを有することになる。
【００２０】
　図２において、作業者２０は片手を分割釣合重り３０ａの一部に設けられた長穴１５に
挿入し、分割釣合重り３０ａを持ち上げる。他方の手は、乗りかご１９の一部又は釣合重
り枠体１１の一部を掴む。次に分割釣合重り３０ａを斜めに倒し、その状態で釣合重り枠
体１１の収納空間１１ｓ内に分割釣合重り３０ａを挿入し、積載済みの釣合重り１４の上
に新たに分割釣合重り３０ａを積み重ねる。その分割釣合重り３０ａの横に、分割釣合重
り３０ｂを積み込み、分割釣合重り３０ａの凹溝４９ａに分割釣合重り３０ｂの凸部４９
ｂを嵌め込み、分割釣合重り３０ａと分割釣合重り３０ｂを連結する。
【００２１】
　このように本実施の形態によれば、作業者２０が乗りかご１９の上から釣合重り１４を
釣合重り装置１０に積み込む場合、片手で分割釣合重り３０ａ又は分割釣合重り３０ｂを
持ち上げて釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に積み込むことができる。このような連
結作業においては、作業者２０は他方の手で乗りかご１９の一部又は釣合重り枠体１１の
一部を掴むことができるので、乗りかご１９と釣合重り装置１０の間隔が広い場合におい
ても、釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に容易かつ安全に積み込むこ
とができる。
【００２２】
　また、本実施の形態においては、図２に示すように、釣合重り枠体１１の一対の側枠１
１ａ、１１ａ間全長に渡って延びている釣合重り１４の代わりに、２等分に分割された２
つの釣合重り片である分割釣合重り３０ａ、分割釣合重り３０ｂから構成される釣合重り
１４を積み込むことができる。従って、分割釣合重り３０ａ、分割釣合重り３０ｂの長さ
は釣合重り枠体１１の一対の側枠１１ａ、１１ａ間の半分の長さとなるので、分割釣合重
り３０ａ、分割釣合重り３０ｂを釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内へより容易に積み
込むことができる。
【００２３】
　また、本実施の形態において、図２に示すように、釣合重り１４を、２等分に分割され
た２つの釣合重り片である分割釣合重り３０ａ、分割釣合重り３０ｂから構成する例を示
したが、これに限られず、釣合重り１４を３つ又はそれ以上の数に分割してもよい。この
場合、釣合重り１４を３つ又はそれ以上の数に分割することにより、各分割釣合重りの長
さをより短くすることができ、この分割釣合重りを釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内
に容易かつ安全に積み込むことができる。
【００２４】
　第２の実施の形態
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　以下、図３および図４を参照して、本発明の第２の実施の形態について説明する。ここ
で、図３は、本発明の第２の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す図で
あり、図４は、本発明の第２の実施の形態における釣合重り装置を示す図である。
【００２５】
　図３および図４に示す第２の実施の形態において、釣合重り枠体１１に引出し３１が設
けられている点が異なるのみであり、他の構成は、図１および図２に示す第１の実施の形
態と略同一である。図３および図４において、図１および図２に示す第１の実施の形態と
同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
【００２６】
　図３および図４に示すように釣合重り装置１０は、内部に収納空間１１ｓが形成された
釣合重り枠体１１と、釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓに多段に積み重ねられた板状の
複数の釣合重り１４と、釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ上部に多段に、例えば５段に
設けられた、所定方向に移動可能な収容部、例えば引出し３１とを備えている。また５段
の引出し３１内には各々板状の釣合重り４１を収納することができる。なお図３および図
４に示すように一対の側枠１１ａ、１１ａの前面には切欠部４２が各々設けられ、引出し
３１は切欠部４２に嵌め込まれている。各切欠部４２の高さは、引出し３１の高さとほぼ
同一である。また引出し３１の右側面後部および左側面後部には突起部３２、３２が設け
られ、引出し３１の前面の両端にはストッパ３３、３３が設けられ、引出し３１の前面の
中央には取っ手４３が設けられている。この場合、引出し３１の後面が一対の側枠１１ａ
、１１ａの後面に当接することにより引出し３１が釣合重り枠体１１内で位置決めされる
。またストッパ３３、３３を側枠１１ａ、１１ａに係止することにより、引出し３１は釣
合重り枠体１１内で堅固に固定される。
【００２７】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。
【００２８】
　まず図３に示すように、釣合重り装置１０と乗りかご１９が近接するようにメインロー
プ１７を巻上機により駆動させる。次に、乗りかご１９上に釣合重り４１が配置され、か
つ作業者２０が乗りかご１９の上に乗り込み、作業者２０が釣合重り４１を釣合重り枠体
１１の収納空間１１ｓ内に積み込む。
　次に作業者２０が釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に釣合重り４１を積み込む作用
について述べる。まず釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内の下方部および中央部には予
め板状の釣合重り１４が積み込まれている。次に作業者２０は引出し３１の前面の両端に
設けられたストッパ３３、３３を外し、引出し３１の前面の中央に設けられた取っ手４３
を掴み、引出し３１を乗りかご１９に向けて引き出す。その際、引出し３１の右側面後部
および左側面後部に設けられた突起部３２、３２が一対の側枠１１ａ、１１ａの前面に設
けられた切欠部４２、４２と接触するまで、作業者２０は引出し３１を乗りかご１９に向
けて引き出すことができる。次に、作業者２０は釣合重り４１を持ち上げ、釣合重り４１
を引出し３１内に収納する。次に、作業者２０は引出し３１を釣合重り枠体１１に向けて
押し戻す。次に、作業者２０は引出し３１の前面の両端にストッパ３３、３３を嵌め込み
、引出し３１を釣合重り枠体１１に堅固に固定する。
【００２９】
　このように本実施の形態によれば、作業者２０が釣合重り４１を持った状態で乗りかご
１９から釣合重り装置１０の方向に向かって体を乗り出すことなく、乗りかご１９の上で
作業者２０が釣合重り枠体１１から引出し３１を引き出し、次に釣合重り４１を引出し３
１内に収納して引出し３１を釣合重り枠体１１側へ押し戻すだけで、釣合重り４１を釣合
重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に容易に積み込むことができる。これにより、乗りかご
１９と釣合重り装置１０の間隔が広い場合においても、釣合重り４１を釣合重り枠体１１
の収納空間１１ｓ内に容易かつ安全に積み込むことができる。
【００３０】
　第３の実施の形態
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　以下、図５および図６を参照して、本発明の第３の実施の形態について説明する。ここ
で、図５は、本発明の第３の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す図で
あり、図６は、本発明の第３の実施の形態における釣合重り装置を示す図である。
【００３１】
　図５および図６に示す第３の実施の形態において、釣合重り枠体１１の一側に垂直方向
に伸びる棒３４が設けられ、各釣合重り１４の一側に棒３４が挿入されるとともに外方に
開口する開口部５０を有する挿入口４７が形成され、挿入口４７の開口部５０にカラビナ
式のフック３５が設けられている点が異なるのみであり、他の構成は、図１および図２に
示す第１の実施の形態と略同一である。図５および図６において、図１および図２に示す
第１の実施の形態と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
【００３２】
　図５および図６に示すように釣合重り装置１０は、内部に収納空間１１ｓが形成された
釣合重り枠体１１と、釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓに多段に積み重ねられた板状の
複数の釣合重り１４とを備えている。また図５および図６に示すように、釣合重り枠体１
１内の右側には垂直方向に延びる棒３４が設けられ、右側の側枠１１ａには収納空間１１
ｓと同じ高さの切欠部４６が側枠１１ａの前面および側面に設けられ、左側の側枠１１ａ
には収納空間１１ｓと同じ高さの切欠部４８が側枠１１ａの前面に設けられている。また
、左側の側枠１１ａの側面には複数の止め板４５が対応するストッパ４４により連結され
ている。なお、各止め板４５の高さは釣合重り１４の高さとほぼ同一であり、各止め板４
５の幅は側枠１１ａの前面の幅とほぼ同一である。また、各釣合重り１４の右側には棒３
４が挿入されるとともに外方に開口する開口部５０を有する挿入口４７が形成され、挿入
口４７の開口部５０にはカラビナ式のフック３５が設けられ、このカラナビ式のフック３
５を介して棒３４を挿入口４７内に挿入可能としている。
【００３３】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。
【００３４】
　まず図５および図６に示すように、釣合重り装置１０と乗りかご１９が近接するように
メインロープ１７を巻上機により駆動させる。次に、乗りかご１９上に釣合重り１４が配
置され、かつ作業者２０が乗りかご１９の上に乗り込み、作業者２０が釣合重り１４を釣
合重り枠体１１の内部の収納空間１１ｓに積み込む。
　次に作業者２０が釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に釣合重り１４を積み込む作用
について述べる。作業者２０は乗りかご１９の上から釣合重り１４を持ち上げる。その際
、作業者２０は釣合重り１４の挿入口４７が設けられていない側を持つ。次に作業者２０
は、既に釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓに積み重ねられた釣合重り１４の上に、釣合
重り１４の右端部を載置し、次に、釣合重り１４に設けられた挿入口４７に棒３４を挿入
する。その際、挿入口４７の開口部５０に設けられたカラビナ式のフック３５は、棒３４
に押されて、開口部５０に設けられたカラビナ式のフック３５を介して棒３４が挿入口４
７に挿入される。次に、作業者２０は棒３４を軸として釣合重り１４を水平方向に回転さ
せ、釣合重り１４を収納空間１１ｓに挿入する。この場合、予め左側の側枠１１ａの側面
から止め板４５が取り外されている。次に、挿入した釣合重り１４と同じ高さの位置で、
止め板４５を左側の側枠１１ａの側面にストッパ４４により連結する。
【００３５】
　このように本実施の形態によれば、作業者２０が釣合重り１４を持った状態で乗りかご
１９から釣合重り装置１０の方向に向かって体を乗り出すことなく、釣合重り１４を釣合
重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に積み込むことができる。これにより、乗りかご１９と
釣合重り装置１０の間隔が広い場合においても、釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納
空間１１ｓ内に容易かつ安全に積み込むことができる。
【００３６】
　また本実施の形態によれば、棒３４を軸として釣合重り１４を水平方向に回転させるだ
けで釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に挿入することができる。この
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ため、小さい力で作業者２０は釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内へ積
み込むことができる。
【００３７】
　第４の実施の形態
　以下、図７を参照して、本発明の第４の実施の形態について説明する。ここで、図７は
、本発明の第４の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す図である。
【００３８】
　図７に示す第４の実施の形態において、釣合重り枠体１１の上部枠１１ｂに吊上げフッ
ク３８が設けられ、釣合重り１４に係止部３６が設けられ、乗りかご１９の上に巻取機３
９が設けられている点が異なるのみであり、他の構成は、図１および図２に示す第１の実
施の形態と略同一である。図７において、図１および図２に示す第１の実施の形態と同一
部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
【００３９】
　図７に示すように釣合重り装置１０は、内部に収納空間１１ｓが形成された釣合重り枠
体１１と、釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓに多段に積み重ねられた板状の複数の釣合
重り１４とを備えている。このうち、釣合重り枠体１１は、対向して配置されたコ字状形
状を有する一対の側枠１１ａ、１１ａと、側枠１１ａ、１１ａの上端に連結された上部枠
１１ｂと、側枠１１ａ、１１ａの下端に連結された底部枠１１ｃとを有している。また釣
合重り枠体１１の上部枠１１ｂには吊上げフック３８が設けられ、釣合重り１４には係止
部３６が設けられ、この釣合重り１４の係止部３６にはロープ３７の一端が係合されると
ともに、このロープ３７は吊上げフック３８に掛け渡されている。そしてロープ３７の他
端は、乗りかご１９の上に設けられた巻取機３９に係合されている。
【００４０】
　次に、このような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。
【００４１】
　まず図７に示すように、釣合重り装置１０と乗りかご１９が近接するようにメインロー
プ１７を巻上機により駆動させる。次に、乗りかご１９上に釣合重り１４が配置され、か
つ作業者２０が乗りかご１９の上に乗り込み、作業者２０が釣合重り１４を釣合重り枠体
１１の内部の収納空間１１ｓに積み込む。
　次に作業者２０が釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内へ積み込む作用
について述べる。作業者２０はロープ３７の一端を釣合重り１４の係止部３６に係合させ
、このロープ３７を吊上げフック３８に掛け渡す。次に作業者２０はロープ３７の他端を
乗りかご１９上の巻取機３９に係合し、巻取機３９を巻き上げ、釣合重り１４を持ち上げ
る。次に作業者２０は、持ち上げられている釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間
１１ｓ内に移動させ、巻取機３９を緩めて、釣合重り１４を既に釣合重り枠体１１の収納
空間１１ｓに積み重ねられた釣合重り１４の上に載置する。次に作業者２０は釣合重り１
４の係止部３６に係合されたロープ３７の一端を係止部３６から外す。
【００４２】
　このように本実施の形態によれば、作業者２０が釣合重り１４を持った状態で乗りかご
１９から釣合重り装置１０の方向に向かって体を乗り出すことなく、乗りかご１９の上で
作業者２０が釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に積み込むことができ
る。これにより、乗りかご１９と釣合重り装置１０の間隔が広い場合においても釣合重り
１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に容易かつ安全に積み込むことができる。
【００４３】
　また本実施の形態によれば、釣合重り１４を巻取機３９により持ち上げることができる
ので、小さい力で作業者２０が釣合重り１４を釣合重り枠体１１の収納空間１１ｓ内に積
み込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す
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【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態における分割された釣合重り片からなる釣合
重りを示す図。
【図３】図３は、本発明の第２の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す
図。
【図４】図４は、本発明の第２の実施の形態における釣合重り装置を示す図。
【図５】図５は、本発明の第３の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す
図。
【図６】図６は、本発明の第３の実施の形態における釣合重り装置を示す図。
【図７】図７は、本発明の第４の実施の形態におけるエレベータ用の釣合重り装置を示す
図。
【符号の説明】
【００４５】
１０　　釣合重り装置
１１　　釣合重り枠体
１１ａ　側枠
１１ｂ　上部枠
１１ｃ　底部枠
１４　　釣合重り
１５　　長穴
１６　　釣合重り装置用滑車
１７　　メインロープ
１８　　乗りかご用滑車
１９　　乗りかご
２０　　作業者
３０ａ　分割釣合重り
３０ｂ　分割釣合重り
３１　　引出し
３２　　突起部
３３　　ストッパ
３４　　棒
３５　　カラビナ式のフック
３６　　係止部
３７　　ロープ
３８　　吊上げフック
３９　　巻取機
４０　　エレベータ装置
４１　　釣合重り
４２　　切欠部
４３　　取っ手
４４　　ストッパ
４５　　止め板
４６　　切欠部
４７　　挿入口
４８　　切欠部
４９ａ　凹溝
４９ｂ　凸部
５０　　開口部
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